
２

月

以

来

、

５

回

、

コ

ロ

ナ

対

策

補

正

予

算

が

組

ま

れ

、

市

議

会

で

議

論

中

で

す

。

国

や

府

も

含

め

、

現

時

点

で

の

制

度

の

一

部

を
紹
介
し
ま
す
（
下
表
）
。

７

月

の

補

正

予

算

提

案

で

市

長

は

、
「

雇

用

や

消

費

の

回

復

を

図

っ

て

い

く

段

階
」
、
「
消
費
減
少
へ
の

対
策
」
等
と
言
い
な
が
ら
、

現

下

の

売

上

げ

減

少

の

事

業

者

の

現

状

を

見

よ

う

と

当

初

の

「

収

入

減

の

世

帯

に

万

円

」

と

い

う

不

30

可

解

な

制

度

案

が

、

世

論

と

野

党

の

力

で

「

１

人

10

万

円

」

に

変

更

。

事

業

者

や

労

働

者

支

援

の

「

持

続

化

給

付

金

」

や

「

雇

用

調

整

助

成

金

」

等

も

、

対

象

の

拡

大

や

額

の

引

上

げ

な

ど

、

当

初

の

制

度

か

ら

の

改

善

が

実

現

。

し

か

し

一

方

、

国

も

「

％

以

上

減

50

収

が

要

件

。

申

請

に

は

税

理

士

の

署

名

が

必

要

」

等

は

せ

ず

、

従

っ

て

、

そ

の

実

態

へ

の

支

援

策

は

不

十

分

な

ま

ま

推

移

し

て

い

ま

す

。

そ

れ

は

国

の

責

任

だ

と
言
う
ば
か
り
で
す
。

々
の
条
件
に
固
執
す
る
等
、

攻

防

が

続

い

て

い

ま

す

。

市

長

も

、

装

置

の

P

C

R

購

入

等

検

査

体

制

の

充

実

な

ど

前

向

き

の

対

策

の

一

方

で

、

事

業

者

に

は

、

例

え

ば

消

毒

液

購

入

費

用

を

補

助

す

る

等

の

応

援

だ

け

で

、

売

上

げ

減

少

自

体

へ

の

支

援

は

あ

り

ま

せ

ん

。

最
近
の

相

談

か

ら

◎

お

客

さ

ん

が

激

減

ど

こ

ろ

か

皆

無

。

国

・

府

・

市

の

制

度

は

み

ん

な

申

請

し

て

い

る

が

、

対

象

療

法

ば

か

り

で

ど

う

し

よ

う

も

な

い

。

労

働

者

も

他

の

会

社

へ

ア

ル

バ

イ

ト

。

再

建

は

困

難

か

。

今

後

の

見

極

め

の

判

断

の

瀬

戸

際

（

観

光

関
連
、
民
宿
経
営
等
）
。

◎

持

続

化

給

付

金

を

申

し

込

ん

で

い

る

が

、

ど

こ

が

不

備

な

の

か

を

示

さ

ず

に

ダ
メ
と
の
返
事
の
み
。

◎

持

続

化

給

付

金

の

説

明

会
場
の
対
応
が
悪
す
ぎ
る
。
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豪雨被災者支援の街頭募金活動
日本共産党市会議員団として、九州や

中部地方などの集中豪雨の被災者の皆さ

んへの支援の為、街頭募金活動に取り組

みました（７月１０日、三条河原町にて）。

写真左端が井上議員です。

現時点で活用できる制度の主なもの。下表以外にも色々あり。詳細は井上議員迄。
制度の名前 実施 制度のあらまし、現状と問題点、改善方向

持続化給付金 国 売上げが前年より５０％以上減った場合、給付金支給。５０％未満減収の場合も対象に

すべきと追及中。今年創業の事業者にも対象拡大が実現。但し税理士の証明が必要。税

理士でなくてもいいように更に追及中。

特別定額給付金 国 世論の力で実現。１人 10 万円。未だの方は井上議員迄お気軽に。９／１５迄。
テナント家賃補助 ５～ 12 月のうち、①１ヶ月の売上が前年同月比 50 ％以上減、②連続する３ヶ月で 30

％以上減、のいずれかの場合、給付率２／３、１／３、上限 50 万で６ヶ月分支援。
中小企業者等補助金 府 衛生用品購入や宅配導入など、事業所としてコロナ対策を講じた場合、それに要す

る経費の一部を後から補助。４～８月実施のものに限る。申し込みは９／１５迄。

市も同様の制度がありましたが、申込み期間僅か５日間だけで締め切ってしまいました。

支え合い支援金 市 病院に１００万円、診療所・福祉施設（児童・障害・高齢）に１０万円を支給。

臨時特別給付金 児童扶養手当受給など、ひとり親世帯対象に５万円、第２子以降１人３万円等。

保険料の減免 国保料について、コロナの影響で収入が３割以上減収の場合、（減収割合ではなく）所

得に応じて減額。できるだけ早く申請を。介護保険料も、減収の場合、減額の可能性あ

り。後期高齢者医療保険も、３割以上減収の場合、減免の可能性があります。

税金の減免、猶予等 市民税や固定資産税など。失業、退職・休廃業等による減収の場合、今年になって

から生活保護を受給されたが昨年の所得により請求が来ている場合等、委細面談。

不
十
分
な
国
・
市
の
「
対
策
」

と

「
暮
ら
し
・
営
業
守
れ
」
の
論
戦
・
世
論
の
攻
防

国
や
市
の
重
い
腰
を
上
げ
る
の
も
世
論
の
力


